
ハービー安らかに



ハービー安らかに

• 未知なる生命・ヒト THE HUMAN BODY 全７回
• 制作：BBC ラーニング・チャンネル 1998年

• NHKオンエア 2000年1月～2月

• 最終回 ハービー安らかに THE END OF LIFE
• 末期がん患者の最期を死の瞬間までそのまま撮影

• テーマ
• ハービーの心の変化

• ハービーを支える人びと･医療従事者



ハービーの心の変化

• 発病：死への恐怖

• 闘病
• 「不治の病であっても立派に立ち向かえる」

• 「人生の最期の時を精一杯生きる方法がある」

• 「覚悟は出来ています」

• 痛みへの恐怖
• 「痛みで死ぬかと思った」・「痛みはいやなもの」

• あきらめ
• 「もう生きていたくない」・「安楽死の注射をしてくれ」

• 死の受容
• 「終わりが近づいているのを感じる」

• 「今日を楽しむことにしています」



ハービーを支える医療

• ホスピスの職員

• 痛みのコントロール
• ２４時間持続の鎮痛剤投与

• 往診の医者



人の死とは何か？



人の死とは

• 死の三徴候
• 心停止・・・・・・心臓死

• 呼吸停止・・・・呼吸を維持する機能が無くなる

• 瞳孔散大・・・・脳の反射が無くなる＝脳が死亡

• 自然な状態ではどれか一つの機能が無くなれば死
に至る

• 判定するのが医師の役割



脳の役割



人工呼吸器をつけた状態

• 心臓は自動能（心臓自身で動く能力）のため動く

• 呼吸は人工呼吸器で持続

• 脳が死んでも身体の生命活動の維持が可能



脳死

• 脳死とは脳全体が不可逆的に機能を喪失した状態

• 自発呼吸はなくなり，人工呼吸器によらなければ呼
吸は維持できない

• 換気が保たれれば，自律性の高い心臓はしばらくの
間拍動を続けるが，1〜2週のうちに停止

• 脳死は救急救命の現場で数％の頻度で発生

• 蘇生限界点point of no returnを超えているという意
味で個体にとって死である．



脳の障害と蘇生限界



植物状態＝大脳死

• 脳幹にある呼吸，循環などの植物性機能の中枢は
生存

• 両側大脳皮質が広範囲に重篤な障害を受けた状
態

• 精神活動は高度に障害されていても，呼吸は自力
で維持されている

• 植物状態はいわば大脳皮質の死，脳死とは明確に
区別



スパゲティ症候群

• 病気の治療や救命処置のために、たくさんの管や
電線などをからだに取りつけられた状態



安楽死と尊厳死



尊厳死

• 患者が「不治かつ末期」になったとき、自分の意思
で延命治療をやめてもらい安らかに、人間らしい死
をとげること

• リビングウィル
• 不治かつ末期になった場合、無意味な延命措置を拒否

• 苦痛を最大限に和らげる治療をしてほしい

• 植物状態に陥った場合、生命維持措置をとりやめる



安楽死



安楽死

• 患者の求めに応じ医師などが積極的あるいは消
極的手段によって死に至らしめること

• 積極的安楽死
• 薬物を投与するなどの積極的方法で死期を早めること

• 医療の名の下に行われる自殺幇助

• 社会からの心理的抵抗は大きい

• 日本を含む多くの国では刑事犯罪

• 消極的安楽死
• 必要以上の延命治療を控えて死に至らしめること。

• 自然に死を迎えるという意味でナチュラルコースとも呼ば
れる



終末期医療



終末期

広義の「終末期」
最善の医療を尽くしても、病状か◌゙進行性に悪化することを食
い止められずに死期を迎えると判断される時期

狭義の「終末期」(臨死状態) 
 臨死の状態て◌゙、死期か◌゙切迫している時期



終末期医療

• 医師は、患者の生命維持治療に、最大限の努力をする責
務

• 患者は、最善の医療を受けたいとの希望、なるへ◌゙く苦しま
す◌゙に最期を迎えたいとの願いか◌゙ある。

• 医療の限界か◌゙、終末期の医療において存在する

• 人命の尊重と患者の意思の尊重という、二つの課題を両立
させる医療



終末期医療

• 基本精神 
• 患者の自己決定権を尊重して医療を行う

• 終末期において過剰な延命治療を望まないときは、その意
思を尊重した最善の医療を行う 

• 延命治療
• 治療により延命はて◌゙きても、回復の期待ができない医療



延命処置を拒否する意思表示

• 不治もしくは末期を想定した場合の延命処置を拒
否する意思を、正当と評価て◌゙きる書面て◌゙表示した
ものは、これを尊重する。 

• 日を変えて複数回の話し合いを持ち、確認する。 

• 意識のない患者、判断力か◌゙ないと思われる患者に
関しては、家族や近親者の意思か◌゙尊重されるか
◌゙、決定的て◌゙はない。

• リビング・ウィル：書面による生前の意思表示 



• 治療方法の選択 
• 患者の意思を尊重しなか◌゙ら、現行法の下て◌゙、倫理的、医

学的観点から最も患者のためになる治療方法を選択

• 苦痛緩和
• 可能な限り疼痛やその他の不快な症状を緩和し、患者、家

族の精神的、社会的な援助も含めた総合的な医療及ひ◌゙
ケアを行う

• 積極的安楽死の禁止
• どの様な場合にあっても、積極的安楽死や自殺幇助等の

死を目的とした行為は、医療としては認められない。 



過剰な延命治療・蘇生術の拒否の申し出



蘇生を行わない要望書



同意書



終末期医療の考え方

• 過剰な延命治療を患者の意思もしくは家族の意思
に基づき中断・縮小する

• 不治かつ末期になった場合、無意味な延命措置を
しない



尊厳死法制化を阻止する会の主張《反対論》

• リビング・ウィルは、将来おこるかもしれない状態を想定して
前もって行う意思表示であり、実際に延命措置に直面して
の意思表示ではない。

• リビング・ウィルの署名者を広く募り、尊厳死の法制化をめ
ざすとき、個人の「死ぬ権利」は、「死ぬ義務」となり、弱い
立場の者に「死の選択を迫る権利」に置きかわっていかな
いか。

• 「あのようになってまで生きていたくない」と、生きている人
の状態を「あのように」と見る、自らの内にひそむ選別の思
想こそ振り返る必要がある。



《反対論》

• 診断の確実性
• 診断、予後、死期切迫の判断に誤りはないか？

• 複数の医師なら確実か？

• 前もっての本人の意思表示
• 前もっての意思である。

• 記入するときは健康であり、実際のその時の状態は知らない

• 患者の意思はゆれ動くものである。

• 家族に迷惑をかけたくないという意識はないか？

• 本人にとって安楽で尊厳なことといえるか
• 実施する側は「早く楽にしてあげたい」という。

• 中止する行為は果たして本人にとって楽なのか？



• 尊厳ある生を享受する権利は有している（生存権）

• しかし，人に死ぬ権利はあるのか？

• 死ぬ方法を選択する権利は？

• 死に場所を選択する権利は？


